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三重県教育委員会公印規則 (昭和33年三重県教育委員会規則第19号) 第２条の規定による公印を次のとおり廃
止しました｡

平成16年３月31日
三 重 県 教 育 委 員 会

第１
１ 公 印 名 三重県立伊勢実業高等学校長印
２ 印 影

３ 廃止年月日 平成16年３月31日
４ 廃止の理由 校名の変更による

1

規 則 ○ 三重県教科用図書選定審議会規則の一部を改正する規則 …………………… 学校教育支援チーム １頁
告 示 ○ 三重県教育委員会公印規則による公印の廃止 ………………………………… 経 営 チ ー ム １頁
訓 令 ○ 三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部改正する訓令 ……… 企 画 チ ー ム ２頁
公 告 ○ 公立中学校の位置変更届の受理 ………………………………………………… 教育施設チーム 22頁
お知らせ ○ 三重県青少年対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令 ………………… 生徒指導･健康教育チーム 22頁

○ 公立学校職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正す
る規則 ……………………………………………………………………………… 給 与 チ ー ム 23頁

三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗
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三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 規 則 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 六 条 中 ｢ チ ー ム ｣ を ｢ 室 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。
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第２
１ 公 印 名 三重県立伊勢実業高等学校印
２ 印 影

３ 廃止年月日 平成16年３月31日
４ 廃止の理由 校名の変更による
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三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部改正する訓令を次のように定めます｡
平成16年３月31日

三重県教育委員会教育長 土 橋 伸 好
三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部改正する訓令

三重県教育委員会事務局事務決裁及び委任規程の一部を次のように改正する｡
第２条第１項第９号中 ｢総括マネージャー｣ を ｢総括室長｣ に､ ｢特命担当監｣ を ｢特命監｣ に改め､ 同条同

項第10号中 ｢マネージャー｣ を ｢室長｣ に､ ｢特命担当監｣ を ｢特命監｣ に改める｡
第３条中 ｢総括マネージャー､ マネージャー｣ を ｢総括室長､ 室長｣ に改める｡
第５条中 ｢総括マネージャー､ マネージャー｣ を ｢総括室長､ 室長｣ に改める｡
第７条の表中
｢ ｢

｣ を ｣ に
改める｡
第12条第１項中 ｢チーム｣ を ｢室｣ に､ ｢マネージャー｣ を ｢室長｣ に改める｡
別表第１共通決裁事項 (１) 一般事務の表中 ｢ 総 括 マ ネ

ー

ジ ャ

ー
｣ を ｢ 総 括 室 長 ｣ に､ ｢ マ ネ

ー

ジ ャ

ー
｣ を

｢ 室 長 ｣ に､ ｢チーム｣ を ｢室｣ に､ ｢総括マネージャー｣ を ｢総括室長｣ に､ ｢マネージャー｣ を ｢室長｣ に改め
る｡
別表第１共通決裁事項 (２) 支出負担行為に関する事務の表区分の項中 ｢総括マネージャー｣ を ｢総括室長｣

2

区 分 本 庁 地 域
機 関

決裁者 教育
長

総括マネージ
ャー

マネー
ジャー

所 長

決裁者が不
在のとき

総括
マネ
ージ
ャー

マネージャー グルー
プリー
ダー

グルー
プリー
ダー

決裁者及び
第３欄に定
める代決者
がともに不
在で事務処
理上緊急や
むを得ない
とき

企画
の事
務を
担当
する
マネ
ージ
ャー

区 分 本 庁 地 域
機 関

決裁者 教育
長

総括室長 室 長 所 長

決裁者が不
在のとき

総括
室長

室 長 グルー
プリー
ダー

グルー
プリー
ダー

決裁者及び
第３欄に定
める代決者
がともに不
在で事務処
理上緊急や
むを得ない
とき

総務
の事
務を
担当
する
室長
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に､ ｢マネージャー｣ を ｢室長｣ に改める｡
別表第１共通決裁事項 (３) 財産に関する事務の表区分の項中 ｢総括マネージャー｣ を ｢総括室長｣ に､ ｢マ

ネージャー｣ を ｢室長｣ に改める｡
別表第２の表を次のように改める｡
別表第２ ������

� 経営企画に関する事務

3

区

分

事務の種類 事 項

決 裁 区 分

地域機関
の 名 称

教

育

長

専 決 者 受任者

本 庁 地域機関 所

長

総

括

室

長

室

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

所

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１ 三重県教育
委員会公報
発行に関す
る規則 (昭
和39年三重
県教育委員
会規則第11
号) の施行
に関する事
務

規則第１条の規定による発行

○

２ 三重県教育
委員会公印
取 扱 規 程
(昭和39年
教委訓第６
号) の施行
に関する事
務

規程第４条の規定による公印の新調､
改刻の承認

○

３ 公立専修学
校及び公立
各種学校の
設置及び廃
止等に関す
る認可又は
届出の処理
に関する事
務

１ 学校教育法 (昭和22年法律第26号)
第82条の８及び法第83条第２項にお
いて準用する法第４条第１項の規定
による認可

○

２ 法第82条の９､ 学校教育法施行令
(昭和28年政令第340号) 第26条の２
の規定による届出の処理 ○

４ 三重県高等
学校等修学
奨学金の貸
与に関する
規則 (平成
14年三重県
教育委員会
規則第16号)
の施行に関
する事務

１ 規則第５条の規定による奨学生の
決定 ○

２ 規則第９条の規定による貸与の打
ち切りの決定 ○

３ 規則第10条の規定による貸与の休
止の決定 ○

４ 規則第14条の規定による返還猶予
の承認 ○
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� 学校施設及び職員に関する事務

4

５ 三重県高等
学校等修学
奨学金返還
免除に関す
る条例 (平
成14年三重
県条例第９
号) の施行
に関する事
務

条例第２条による返還債務の免除の
承認

○

６ 三重県大学･
短大進学支
援利子補給
金交付要領
(平成14年)
に関する事
務

要領第５条の規定による受給資格者
の決定 ○

要領第７条の規定による利子補給金
の交付の決定 ○

要領第８条の規定による利子補給金
交付打ち切りの決定 ○

区

分

事務の種類 事 項

決 裁 区 分

地域機関
の 名 称

教

育

長

専 決 者 受任者

本 庁 地域機関 所

長

総

括

室

長

室

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

所

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１ 職員の給与
に関する条
例の施行に
関する事務

１ 条例第７条に規定する初任給､ 昇
格及び降格並びに第８条の規定によ
る昇給の決定

○

２ 条例第22条第２項の規定による勤
勉手当の割合の決定 ○

３ 条例第24条第３号から第５号まで
の規定による療養の期間の設定 ○

４ 条例第36条の規定による臨時及び
非常勤職員の給与の決定 ○

２ 職員の給与
の支給に関
する規則の
施行に関す
る事務

規則第２条第２項の規定による給料
の支給日の変更

○

３ 三重県職員
退職手当支
給条例施行
規則 (昭和
29年三重県
人事委員会
規則 (７－

規則第３条の規定による退職手当の
支給額の決定及び通知

○
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１) の施行
に関する事
務

４ 公立学校職
員の給与に
関する条例
(昭和30年
三重県条例
第10号) の
施行に関す
る事務

１ 条例第９条の３の規定による職務
の級､ 第10条の規定による号給及び
第11条の規定による昇給の決定

○

２ 条例第17条の３第１項の規定によ
るへき地手当に準ずる手当の支給の
決定

� 県立学校教職員に係るもの ○

� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

５ 公立学校職
員の給料お
よび手当の
支給に関す
る規則 (昭
和30年三重
県人事委員
会規則三重
県教育委員
会規則第４
号) の施行
に関する事
務

規則第２条に規定する給料の支給日
の変更

○

６ 公立学校職
員の単身赴
任手当に関
す る 規 則
(平成２年
三重県人事
委員会規則
三重県教育
委員会規則
第１号) の
施行に関す
る事務

規則第８条の規定による届出に係る
事実の確認並びに額の決定及び改定
(県立学校教職員に係るものを除く｡)

○

各教育事
務所

７ 職員等の旅
費に関する
条例 (昭和
32年三重県
条例第46号)
の施行に関
する事務

１ 職員等の旅費に関する条例施行規
則 (昭和37年三重県規則第３号) 第
11条ただし書の規定による証人等の
旅費の特例の承認

○

２ 規則第13条の規定による航空機の
利用の許可 ○

３ 規則第19条の規定による外国旅行
の場合の旅費の級等の決定規則 ○

８ 公立学校職
員の退職手
当に関する
条例施行規
則 (昭和30
年三重県人
事委員会規

第10条第２項の規定による支給額の
決定及び決定通知書の交付

� 臨時的任用職員以外の職員に係
るもの ○

� 臨時的任用職員に係るもの ○
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則三重県教
育委員会規
則第１号)
の施行に関
する事務

９ 公立学校の
設置及び廃
止等に関す
届出の処理
に関する事
務

１ 学校教育法 (昭和22年法律第26号)
第４条 (法第83条第２項において準
用する場合を除く｡) による認可

○

10 任命等に関
す る 事 務
(公立学校
教職員に係
るものを除
く｡)

地方公務員法第３条第２項に規定す
る一般職の任免 (別表第１ (１) の表
第６号の項第１号に掲げるものを除く｡)

� 係長職及び一般職員に係るもの ○

� 現業職員に係るもの ○

� 臨時的任用及び任用期間更新の
承認 ○

� 非常勤職員の任用の承認 (業務
補助職員に限る｡) ○

11 分限に関す
る事務 (公
立学校教職
員に係るも
のを除く｡)

１ 地方公務員法第28条の規定による
分限処分

係長職､ 一般職員及び現業職員 (以
下 ｢一般職員等職｣ という｡) に係るも
の

○

２ 職員の分限に関する条例 (昭和48
年三重県条例第３号) 第２条の規定
による分限処分

一般職員等職に係るもの ○

12 服務等に関
す る 事 務
(公立学校
教職員に係
るものを除
く｡)

１ 地方公務員法第34条第２項の規定
による供述の許可

� 部長職､ 次長職及び課長職に係
るもの ○

� 前号に掲げる職以外の職に係る
もの ○

２ 法第35条の規定による職務専念義
務の免除 (別表第１�の表第８号の
項第１号に掲げるものを除く｡)

� 部長職､ 次長職及び課長職に係
るもの ○

� 前号に掲げる職以外の職に係る
もの ○

３ 法第38条の規定による営利企業等
の従事許可

� 部長職､ 次長職及び課長職に係 ○
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るもの

� 前号に掲げる職以外の職に係る
もの ○

４ 法第55条の２の規定による在籍専
従の許可 ○

５ 職員の勤務時間､ 休暇等に関する
条例 (平成７年三重県条例第１号｡
以下 ｢勤務時間条例｣ という｡) 第３
条第２項の規定による勤務時間の特
例設定

○

６ 勤務時間条例第５条第１項の規定
による勤務時間の割振り等の特例設
定

○

７ 勤務時間条例第５条第２項ただし
書きの規定による勤務時間の割振り
等に係る人事委員会との協議

○

８ 勤務時間条例第19条の規定による
臨時又は非常勤職員の勤務時間､ 休
暇等の決定

○

９ 職員の勤務時間､ 休暇等に関する
規則 (平成７年三重県人事委員会規
則13－２) 第21条の規定による週休
日等についての別段の定め

○

10 勤務時間､ 休憩時間及び休息時間
の変更承認 ○

11 履歴事項の変更等に係る届の受理 ○

12 履歴事項等の証明 ○

13 職員証の交付､ 再交付及び記載事
項の訂正並びに職員記章の交付及び
再交付

○

14 職員証及び職員記章の返納届の受
理 ○

15 病気休暇届及び介護休暇届の受理 ○

13 地方公務員
の育児休業
等に関する
法律 (平成
３年法律第
110号) の
施行に関す
る事務

１ 法第２条第１項の規定による育児
休業の承認 ○

２ 法第３条第１項の規定による育児
休業の期間の延長 ○

３ 法第５条第２項の規定による育児
休業の承認の取消し ○

４ 法第６条の規定による臨時的任用
の承認 ○

５ 法第９条第１項の規定による部分
休業の承認 ○

６ 職員の育児休業等の承認の請求手 ○



教育公報 号 外
平成16年３月31日発行

8

続等に関する規則 (平成４年三重県
人事委員会規則12－11) 第４条第１
項の規定による届出に関する事務

14 地方公務員
災害補償法
(昭和42年
法律第121
号) の施行
に関する事
務

１ 法第45条第２項の規定による意見
書の提出 ○

２ 療養補償受給証明書の発行
○

15 公立学校教
職員の任免
に関する事
務

１ 地方公務員法第６条の規定による
県立学校教職員の任免

� 教諭､ 助教諭､ 養護教諭､ 養護
助教諭､ 講師 (常勤の者に限る｡)､
実習助手､ 寮母､ 事務職員､ 技術
職員､ 学校司書及び学校栄養職員
に係るもの (上記のうち､ 本庁の
課長補佐級以上に相当するものを
除く｡ 以下 ｢一般教職員｣ という｡)

○

� 現業職員に係るもの (臨時的任
用職員を除く｡) ○

� 臨時的任用職員 (単純な労務に
従事する職員を除く｡) に係るもの ○

２ 地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第37条の規定による市町村
立小中学校の県費負担教職員の任免

� 一般教職員に係るもの

ア 採用方針の決定 ○

イ 採用 ○

ウ ア及びイ以外のもの
○

各教育事
務所

� 教育公務員特例法 (昭和24年法
律第１号) の適用を受ける臨時的
任用職員及び女子教職員の出産に
際しての補助教職員の確保に関す
る法律 (昭和30年法律第125号) 第
３条の規定による臨時的任用職員
に係るもの

○

各教育事
務所

� 前号に掲げる以外の臨時的任用
職員に係るもの ○

� 非常勤講師及び事務嘱託員に係
るもの ○

各教育事
務所

16 公立学校教
職員の分限
に関する事
務 (一般教
職員に係る
もの｡)

１ 地方公務員法第28条第１項の規定
による免職及び降任 ○

２ 法第28条第２項第１号の規定によ
る休職

� 県立学校教職員に係るもの ○
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� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

３ 法第28条第２項第２号の規定によ
る休職 ○

４ 職員の分限に関する条例第２条の
規定による休職 ○

17 公立学校教
職員の服務
に関する事
務

１ 地方公務員法第55条の２の規定に
よる在籍専従の許可 ○

２ 公立学校職員の勤務時間､ 休暇等
に関する条例 (平成７年三重県条例
第２号) 第17条第１号の規定による
福利厚生等休暇の承認

○

３ 地方公務員法第38条の規定による
営利企業等の従事の許可 (県立学校
教職員に係るものに限る｡)

� 次号以外のもの ○

� 一般教職員に係るもの ○

４ 教育公務員特例法 (昭和24年法律
第１号) 第21条の規定による兼職又
は兼業の承認

� 校長に係るもの ○

� 校長以外の教職員に係るもの ○

18 議会の議員
その他非常
勤の職員の
公務災害補
償等に関す
る条例 (昭
和42年三重
県条例第43
号) の施行
に関する事
務

１ 条例第３条第２項の規定による災
害の公務上及び公務外の認定並びに
通知

○

２ 条例第５条の規定による補償基礎
額の決定等 ○

３ 条例第16条において､ その例によ
るとされている地方公務員災害補償
法第35条第１項の規定による遺族補
償年金の支給の停止及び停止の解除

○

４ 条例第20条第１項の規定による報
告､ 提出､ 出頭及び診断等の命令 ○

５ 条例第21条の規定による補償の支
払の一時差止めの決定 ○

６ 議会の議員その他非常勤の職員の
公務災害補償等に関する条例施行規
則 (昭和43年三重県規則第９号) 第
10条の規定による補償に関する決定
及び通知

○

７ 規則第12条の規定による年金証書
の交付 ○

８ 規則第13条の規定による年金証書
の再交付 ○
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９ 規則第18条の規定による協議 ○

10 規則第19条第２項の規定による福
祉事業の決定及び通知 ○

19 公立学校の
学校医､ 学
校歯科医及
び学校薬剤
師の公務災
害補償に関
す る 法 律
(昭和32年
法律第143
号) の施行
に関する事
務

１ 三重県立学校の学校医､ 学校歯科
医及び学校薬剤師の公務災害補償に
関する条例 (昭和33年三重県条例第
47号) 第３条の規定による公務災害
の認定及び通知

○

２ 三重県立学校の学校医､ 学校歯科
医及び学校薬剤師の公務災害補償の
実施に関する規則 (昭和34年三重県
教育委員会規則第１号) 第５条の規
定による補償の決定及び通知

○

３ 規則第５条の規定による遺族補償
年金の支給停止及び支給停止の解除 ○

４ 規則第５条の規定による年金証書
の交付及び再交付 ○

20 市町村立小
中学校の学
級編成及び
教職員定数
に関する事
務

１ 公立義務教育諸学校の学級編制及
び教職員定数の標準に関する法律
(昭和33年法律第116号) 第３条第２
項の規定による学級編制の基準の決
定

○

２ 法第５条に規定する学級編制の認
可 (学級編制の変更の認可を含む｡) ○

３ 地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第41条第２項の規定による
県費負担教職員の市町村別の学校の
種類ごとの定数の決定

○

21 教育職員免
許法 (昭和
24年法律第
147号) の
施行に関す
る事務

１ 法第３条の２の規定による非常勤
の講師の許可 ○

２ 法第５条､ 法第16条の２､ 法第16
条の３､ 法第16条の４､ 法第17条､
法附則第10項､ 教育職員免許法の一
部を改正する法律 (昭和36年法律第
122号) 附則第６項及び教育職員免許
法施行法 (昭和24年法律第148号) 第
２条の規定による免許状の授与並び
に法第５条第５項､ 法第６条､ 法第
18条及び教育職員免許法施行法第２
条第１項の規定による教育職員検定

○

３ 法第７条第１項の規定による学力
に関する証明書及び同条第２項の規
定による県立学校教員の人物､ 実務
及び身体に関する証明書の発行

○

４ 法第10条の規定による免許状の返
還の請求 ○

５ 法第11条の規定による免許状の取
上げ ○

６ 法第13条第１項の規定による免許 ○
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状の失効又は取上げに係る公告及び
通知

７ 法第15条の規定による免許状の書
換及び再交付 ○

８ 法附則第２項の規定による免許教
科外教科担当の許可

� 国立学校､ 県立学校及び私立学
校に係るもの ○

� 市町村立学校に係るもの
○

各教育事
務所

９ 教育職員免許法第１条の規定によ
る免許状の交付 ○

10 教育職員免許法施行規則 (昭和29
年文部省令第26号｡ 以下この区分に
おいて ｢省令｣ という｡) 第30条の規
定による教員養成機関の指定の申請

○

11 省令第31条の規定による申請及び
届出 ○

12 省令第36条の規定による免許法認
定講習の開設 ○

13 省令第38条の規定による免許法認
定講習における単位の授与 ○

14 省令第39条の規定による申請､ 省
令第40条の規定による変更の届出及
び省令第42条の規定による報告

○

15 教育職員免許状に関する規則 (昭
和46年三重県教育委員会規則第６号)
第８条の規定による単位修得方法の
細則の決定

○

16 規則第25条の規定による免許状授
与証明書の交付 ○

22 地方公務員
の育児休業
等に関する
法律 (平成
３年法律第
110号) の
施行に関す
る事務

１ 法第２条第１項ただし書の規定に
よる承認

� 県立学校教職員に係るもの ○

� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

２ 法第２条第２項の規定による承認

� 県立学校教職員に係るもの ○

� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

３ 法第３条第１項の規定による期間
延長の承認

� 県立学校教職員に係るもの ○
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� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

４ 法第５条第２項の規定による承認
の取消

� 県立学校教職員に係るもの ○

� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

５ 法第６条の規定による臨時的任用
職員の任免

� 県立学校教職員に係るもの ○

� 小中学校教職員に係るもの
○

各教育事
務所

６ 県立学校教職員にかかる法第９条
の規定による部分休業の承認 ○

23 死亡叙位・
叙勲に関す
る事務

死亡叙位・叙勲の受章候補者の推薦
○

24 事務局職員
及び公立学
校教職員に
係る福利厚
生に関する
事務

１ 地方公務員法第42条の規定による
職員の福利厚生計画の樹立 ○

２ 法第42条の規定による職員の福利
厚生事業の実施 ○

３ 三重県公立学校職員の共済制度に
関する条例 (昭和29年三重県条例第8
2号) 第５条第１項の規定による業務
の監督

� 次号以外のもの ○

� 定例的平常業務に係るもの ○

25 学校保健法
(昭和33年
法律第56号)
の施行に関
する事務

法第８条の規定による公立学校教職
員の健康診断の計画及び実施

○

26 恩給法 (大
正12年法律
第48号) の
施行に関す
る事務

１ 恩給法の一部を改正する法律 (昭
和26年法律第87号) 附則10項の規定
による恩給を受ける権利の裁定

○

２ 法第９条の２の規定による受給権
存否の調査 ○

３ 法第58条の４の規定による恩給年
額の一部停止の決定 ○

４ 恩給給与規則 (大正12年勅令369号)
第27条の規定による恩給の支給の決
定

○

27 県吏員職員
退職諸給与

１ 条例第２条第２項の規定による退
職諸給与を受ける権利の裁決 ○
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支 給 条 例
(昭和９年
三重県条例
第11号) の
施行に関す
る事務

２ 条例第11条の規定による受給権存
否の調査 ○

３ 条例第32条の４の規定による退隠
料年額の一部停止の決定 ○

４ 県吏員職員退職諸給与支給条例細
則 (昭和９年三重県告示第738号) 第
25条の規定による退職諸給与の支給
の決定

○

区

分

事務の種類 事 項

決 裁 区 分

地域機関
の 名 称

教

育

長

専 決 者 受任者

本 庁 地域機関 所

長

総

括

室

長

室

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

所

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１ 三重県立学
校の管理運
営に関する
規則 (平成
13年三重県
教育委員会
規則第８号)
の施行に関
する事務

１ 規則第７条第２項の規定による定
時制課程及び専攻科の休業日の承認 ○

２ 規則第８条の規定による臨時休業
の報告 ○

３ 規則第100条の規定による生徒在籍
報告 ○

２ 三重県奨学
金規則 (昭
和36年三重
県教育委員
会規則第１
号) の施行
に関する事
務

１ 規則第５条の規定による奨学生の
決定 ○

２ 規則第８条の規定による貸与の打
ち切り等の決定 ○

３ 規則第17条の規定による返還猶予
の承認 ○

３ 三重県高等
学校定時制
課程及び通
信制課程修
学奨励金貸
与要綱 (昭
和49年教育
長決裁) に
関する事務

１ 要綱第４条の規定による修学生の
決定 ○

２ 要綱第９条の規定による貸与の打
ち切りの決定 ○

３ 要綱第10条の規定による貸与の休
止の決定 ○

４ 要綱第15条の規定による返還猶予
の決定 ○

４ 三重県高等
学校定時制
課程及び通
信制課程修

条例第３条の規定による返還債務の
免除の決定 ○
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学奨励金等
返還債務免
除条例 (昭
和53年三重
県条例第２
号) に関す
る事務

５ 体育､ 保健
及び給食に
係る教育研
究に関する
事務

１ 研究推進校の決定 ○

２ 研究事業受託地方公共団体の推薦
○

６ 指導主事等
の派遣に関
する事務

１ 指導主事の派遣に係るもの ○

２ 外国語指導助手 (ＡＬＴ) の派遣
等に係るもの ○

３ 学校訪問の依頼に係るもの ○

７ 三重県立学
校の管理運
営に関する
規則 (平成
13年三重県
教育委員会
規則第８号)
の施行に関
する事務

１ 規則第13条の規定による教科書の
採択 ○

２ 規則第48条の規定による懲戒の報
告 ○

３ 規則第49条の規定による事故等の
報告 ○

８ 学校教育法
施行細則
(昭和52年
三重県教育
委員会規則
第６号) に
関する事務

１ 細則第３条の規定による盲者等に
ついての通知 ○

２ 細則第５条の規定による区域外就
学等の届出 ○

９ 県有リフト
付きバスの
運行に関す
る事務

県有リフト付きバスの運行実施の承
認

○

10 日本体育・
学校健康セ
ン タ ー 法
(昭和60年
法律第92号)
の施行に関
す る 事 務
(県立学校
に係るもの｡)

１ 法第21条第１項の規定による契約
の締結 ○

２ 法第22条第３項の規定による徴収
額の決定 ○

３ 法第21条第２項の規定による給付
金の請求 ○

11 学校給食に
関する事務

１ 学校給食用小麦粉の取扱いについ
て (昭和46年文体給第103号文部省体
育局長通知) に規定する学校給食用
小麦粉取扱要領 (以下この項におい
て ｢要領｣ という｡) に関する事務

� 要領２の規定による需要量の審
査及び買受量の承認 ○
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� 要領７の�のイの (ア) の規定
による供給価格の承認

○

� 要領７の�のウの (イ) の規定
による売買契約等の指示 ○

� 要領７の�のウの (ウ) の②の
規定による加工工場の選定の承認 ○

２ 米飯給食の実施について (昭和51
年文体給第90号文部省体育局長通達)
の別紙に規定する学校給食用米穀取
扱要綱 (以下この項において ｢要綱｣
という｡) に関する事務

� 要綱３及び４による需要量の確
認及び買受量の承認 ○

� 要綱９の�のアによる供給価格
の承認 ○

� 要綱10の�のイによる炊飯委託
施設の選定の承認 ○

３ 学校給食用牛乳供給事業の実施に
ついて (昭和39年文体給第265号､ 39
畜Ａ第5421号文部､ 農林両次官通達)
に規定する学校給食用牛乳供給事業
実施要綱 (以下この項において ｢要
綱｣ という｡) に関する事務

� 要綱第３の１､ 第３の２及び第
４の１の規定による需要見込量等
の知事との協議

○

� 要綱第７の１の規定による供給
価格の知事との協議 ○

� 要綱第８の規定による供給事業
者の選定の知事との協議 ○

４ 学校給食用脱脂粉乳の取扱いにつ
いて (昭和58年文体給第85号文部省
体育局長通知｡ 以下この項において
｢取扱｣ という｡) に関する事務

� 取扱２の規定による需要量の承
認 ○

� 取扱５の (二) のアの規定によ
る供給価格の承認 ○

５ 学校給食法施行令 (昭和29年政令
第212号) に関する事務

� 学校給食の開設及び廃止の届出 ○

12 都道府県立
学校管理者
賠償責任保
険に関する
事務

１ 加入の決定 ○

２ 事故の報告 ○

３ 保険金の請求 ○
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13 教科用図書
に関する事
務

１ 教科書の発行に関する臨時措置法
(昭和23年法律第132号) 第５条第１
項の規定による教科書展示会の開催

○

２ 法第７条の規定による教科書需要
集計の報告 ○

３ 義務教育諸学校の教科用図書の無
償措置に関する法律施行令 (昭和39
年政令第14号) 第４条の規定による
受領冊数集計の報告

○

４ 文部科学省教科用図書検定調査審
議会調査員の推薦 ○

14 県立高等学
校入学者選
抜に関する
事務

１ 入学者選抜実施要項の決定 ○

２ 学力検査問題作成委員の決定 ○

３ 学力検査問題の決定 ○

４ 三重県立高等学校通学区域に関す
る規則 (昭和33年三重県教育委員会
規則第13号) 第４条及び第５条の規
定による県外居住者及び学区外志願
者の許可

○

15 県立学校入
学者選抜に
関する事務

評定分布表の届け出
○

16 旧三重県高
等学校等進
学奨励金の
貸与に関す
る規則 (昭
和57年三重
県教育委員
会規則第18
号) の施行
に関する事
務

１ 規則第８条の規定による貸与の打
ち切りの決定 ○

２ 規則第９条の規定による貸与の休
止の決定 ○

３ 規則第15条の規定による返還の猶
予の承認 ○

17 三重県高等
学校等進学
奨励金返還
債務免除条
例 (昭和57
年三重県条
例第32号)
の施行に関
する事務

条例第２条による返還債務の免除の
承認

○

18 旧三重県大
学等進学資
金貸付けに
関する規則
(平成７年
三重県教育
委員会規則
第12号) の
施行に関す
る事務

規則第10条の規定による返還の猶予
の決定

○
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� 生涯学習に関する事務

17

19 県立高等学
校入学者選
抜に関する
事務

入学者選抜実施方針の決定

○

区

分

事務の種類 事 項

決 裁 区 分

地域機関
の 名 称

教

育

長

専 決 者 受任者

本 庁 地域機関 所

長

総

括

室

長

室

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

所

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１ 社会教育法
(昭和24年
法律第207
号) の施行
に関する事
務

１ 法第８条の規定による資料提供等
の協力依頼 ○

２ 法第９条の４第４号の規定による
社会教育主事の認定 ○

３ 法第９条の６及び第28条の２の規
定による研修の実施 ○

４ 法第40条の規定による公民館事業
の停止又は勧告 ○

５ 法第48条の規定による社会教育講
座の開設 ○

２ 三重県社会
教育主事派
遣に関する
規則 (昭和
49年三重県
教育委員会
規則第１号)
の施行に関
する事務

１ 規則第２条の規定による派遣の決
定 ○

２ 規則第６条第２項の規定による派
遣期間の延長又は短縮の決定 ○

３ 規則第10条の規定による協定の締
結 ○

３ スポーツ振
興法 (昭和
36年法律第
141号) の
施行に関す
る事務

法第４条第３項の規定による基本計
画の決定

○

４ 文化財保護
法 (昭和25
年法律第214
号) の施行
に関する事
務

１ 法第98条の規定による文化財の保
護に関する事務

� 三重県文化財保護条例 (昭和32
年三重県条例第72号) 第５条第４
項､ 第６条第２項､ 第６条第４項､
第22条第４項､ 第23条第４項､ 第2
3条第６項､ 第27条第２項､ 第28条
第２項､ 第28条第６項､ 第35条第

○
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２項､ 第36条第３項､ 第44条第４
項､ 第45条第３項及び第45条第５
項の規定による文化財の指定又は
解除の通知

� 条例第８条､ 第30条及び第40条
の規定による文化財保存のための
管理団体の指定

○

� 条例第14条､ 第24条､ 第26条､
第30条､ 第33条及び第40条の規定
による文化財の管理保存に関する
勧告

○

� 条例第16条及び第39条の規定に
よる文化財現状変更の許可 ○

� 条例第18条､ 第25条､ 第30条及
び第32条の規定による文化財公開
の勧告

○

� 条例第20条､ 第30条及び第40条
の規定による文化財調査等の要求 ○

� 条例第41条及び第43条の規定に
よる紀州犬及び日本鶏の登録・解
除

ア 審査会の開催 ○

イ 登録の決定 ○

ウ 登録の解除 ○

� 条例第19条ただし書の規定によ
る ｢公開承認施設｣ の承認 ○

� 条例第49条の規定による報償金
の決定・支給 ○

	 条例第50条の規定による文化財
の譲与等 ○

２ 法第99条の規定による重要文化財
の管理に関する停止命令等 ○

３ 法第99条の規定による埋蔵文化財
の発掘に関する指示・勧告 ○

４ 法第100条第２項の規定による重要
文化財の管理者の指定 ○

５ 法第61条第１項の規定による埋蔵
物の鑑査 ○

５ 銃砲刀剣類
所持等取締
法 (昭和33
年法律第６
号) の施行
に関する事
務

１ 法第14条第１項の規定による登録 ○

２ 法第15条第１項及び第２項の規定
による登録証の交付及び再交付 ○

３ 法第18条の２第１項の規定による
承認 ○
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４ 法第14条第４項､ 第16条第２項､
第17条第３項及び第18条の２第３項
の規定による都道府県公安委員会に
対する通知

○

５ 三重県銃砲刀剣類登録審査委員任
用規則 (平成12年三重県教育委員会
規則第６号) 第２条の規定による登
録審査委員の任命

○

６ 三重県立図
書館の管理
等に関する
規則 (平成
６年三重県
教育委員会
規則第20号)
の施行に関
する事務

１ 規則第４条の規定による休館日の
決定 ○

図書館

２ 規則第５条の規定による利用時間
の変更 ○

図書館

３ 規則第12条の規定による図書等の
寄託の承諾等 ○

図書館

７ 三重県立鈴
鹿青少年セ
ンター条例
施 行 規 則
(昭和60年
三重県教育
委員会規則
第８号) の
施行に関す
る事務

１ 規則第４条の規定による休業日の
変更等の承認 ○

２ 規則第12条の規定による管理運営
に関する定めの承認

○

８ 三重県立熊
野少年自然
の家条例施
行規則 (昭
和52年三重
県教育委員
会規則第２
号) の施行
に関する事
務

１ 規則第５条の規定による休業日の
変更等の承認 ○

熊野少年
自然の家

２ 規則第12条の規定による管理に関
する定めの承認

○

熊野少年
自然の家

９ 三重県立博
物 館 条 例
(昭和39年
三重県条例
第49号) の
施行に関す
る事務

１ 条例第３条の規定による休館日の
決定 ○

博物館

２ 条例第４条の規定による利用時間
の延長 ○

博物館

３ 条例第８条の規定による使用許可 ○ 博物館

４ 条例第９条の規定による許可の取
消 ○

博物館

５ 三重県立博物館条例施行規則第２
条の規定による入館手続きの決定 ○

博物館

６ 規則第５条の規定による資料委託
の承諾等 ○

博物館

10 三重県立美
術 館 条 例
(昭和57年
三重県条例

１ 条例第３条の規定による休館日の
決定 ○

美術館

２ 条例第４条第２項の規定による開 ○ 美術館
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第１号) の
施行に関す
る事務

館時間及び入館時間の変更

３ 条例第８条の規定による美術資料
の模写等の許可 ○

美術館

４ 条例第９条の規定による施設等の
使用の許可 ○

美術館

５ 条例第10条第２項の規定による管
理上の条件の設定 ○

美術館

６ 条例第11条の規定による第８条又
は第９条の許可を受けた者に対する
許可の取消し又は使用の中止

○
美術館

７ 三重県立美術館条例施行規則第４
条の規定による入館手続 ○

美術館

11 美術館の職
員に係る旅
行命令等に
関する事務

１ 職員等の旅費に関する条例第４条
の規定による旅行命令

� 館長及び参事 ○ 美術館

� �に掲げる職以外の職にかかる
者 ○

美術館

２ 時間外勤務､ 休日勤務及び宿日直
勤務の命令

� 館長及び参事 ○ 美術館

� �に掲げる職以外の職にかかる
者 ○

美術館

３ 職員の勤務時間､ 休暇等に関する
規則第19条の規定による病気休暇又
は特別休暇の承認

� 館長及び参事 ○ 美術館

� �に掲げる職以外の職にかかる
者 ○

美術館

12 斎宮歴史博
物 館 条 例
(平成元年
三重県条例
第６号) の
施行に関す
る事務

１ 条例第３条の規定による休館日の
決定 ○

斎宮歴史
博物館

２ 条例第４条第２項の規定による開
館時間及び入館時間の変更 ○

斎宮歴史
博物館

３ 条例第７条の規定による博物館資
料の特別観覧の許可 ○

斎宮歴史
博物館

４ 条例第８条の規定による施設等の
使用の許可 ○

斎宮歴史
博物館

５ 条例第９条第２項の規定による管
理上の条件の設定 ○

斎宮歴史
博物館

６ 条例第10条の規定による第７条又
は第８条の許可を受けた者に対する
許可の取消し又は使用の中止

○
斎宮歴史
博物館

７ 規則第12条の規定による資料の寄 ○ 斎宮歴史
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贈及び寄託の承諾等 博物館

13 三重県営総
合競技場条
例 (昭和43
年三重県条
例第37号)
の施行に関
する事務

１ 条例第３条の規定による休業日の
決定 ○

２ 条例第４条の規定による使用時間
の変更 ○

３ 条例第８条の規定による使用許可
の取消又は中止 ○

４ 三重県営総合競技場条例施行規則
(昭和43年三重県教育委員会規則第９
号) 第２条の規定による使用許可

○

５ 規則第３条の規定による許可事項
の変更許可 ○

６ 規則第５条の規定による設備の変
更の承認 ○

７ 規則第８条の規定による入場の制
限 ○

８ 規則第９条の規定による宣伝行為
等の許可 ○

14 三重県営松
阪野球場条
例施行規則
(昭和50年
三重県教育
委員会規則
第７号) の
施行に関す
る事務

１ 規則第２条第２項の規定による休
業日の変更等の承認 ○

２ 規則第10条の規定による施設設備
の変更等の承認 ○

３ 規則第13条の規定による管理に関
する定めの承認 ○

15 三重県営ラ
イフル射撃
場条例施行
規則 (昭和
51年三重県
教育委員会
規則第７号)
の施行に関
する事務

１ 規則第２条第２項の規定による休
業日の変更等の承認 ○

２ 規則第９条の規定による施設設備
の変更等の承認 ○

３ 規則第13条の規定による管理に関
する定めの制定 ○

16 三重県営鈴
鹿スポーツ
ガーデン条
例 (平成４
年三重県条
例第32号)
の施行に関
する事務

１ 条例第３条の規定による休業日の
決定 ○

２ 条例第４条の規定による使用時間
の変更 ○

３ 条例第５条の規定による使用許可
の決定 ○

４ 条例第７条の規定による使用者等
に対する指示 ○

５ 条例第８条の規定による使用許可
の取消し又は中止 ○

６ 三重県営鈴鹿スポーツガーデン条 ○
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� 教職員研修に関する事務

附 則
この訓令は､ 平成16年４月１日から施行する｡

� �

公立中学校の位置変更届を次のとおり受理しました｡
平成16年３月31日

三 重 県 教 育 委 員 会

� � � �

三 重 県 訓 令第16号
教 委 訓第17号
三重県警察本部訓令第６号

22

例施行規則 (平成４年三重県教育委
員会規則第21号) 第３条の規定によ
る許可事項の変更

７ 施行規則第５条の規定による設備
等の変更の承認 ○

８ 施行規則第８条の規定による入場
の制限 ○

９ 施行規則第９条の規定による宣伝
行為等の許可 ○

区

分

事務の種類 事 項

決 裁 区 分

地域機関
の 名 称

教

育

長

専 決 者 受任者

本 庁 地域機関 所

長

総

括

室

長

室

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

所

長

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー

１ 教員の資質
向上に関す
る事務

１ 研修に係る派遣者の推薦又は決定 ○

２ 新採用教員研修の報告 (勤務校) ○

３ 各種研修の欠席の届け出 ○

名 称 位 置 変 更 の 時 期 変 更 の 理 由

美里村立美里
中学校

変更前
三重県安芸郡美里村
三郷405

平成16年１月５日
校舎改築により､ 別敷地

へ移転するため｡
変更後

三重県安芸郡美里村
三郷84
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庁 中 一 般
地 域 機 関
局 内 一 般
教育関係機関
警 察 本 部
警 察 学 校
警 察 署

三重県青少年対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成16年３月31日

三重県青少年対策推進本部設置規程の一部を改正する訓令
三 重 県 訓 令第17号

三重県青少年対策推進本部設置規程 昭和38年教 委 訓第３号 の一部を次のように改正する｡
三重県警察本部訓令第３号

第１条中 ｢､ 警察本部｣ を ｢及び警察本部｣ に改める｡
第２条第１号中 ｢､ 育成｣ を ｢及び育成｣ に､ ｢調査､ 審議｣ を ｢調査審議｣ に改め､ 同条第２号中 ｢､ 育成｣

を ｢及び育成｣ に改める｡
第４条第２項中 ｢青少年育成業務を担当する総括マネージャー｣ を ｢青少年育成を担当する総括室長｣ に､

｢マネージャー等｣ を ｢室長等｣ に改める｡
附 則

この訓令は､ 平成16年４月１日から施行する｡
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三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
三重県教育委員会教育長 土 橋 伸 好
三 重 県 警 察 本 部 長 飯 島 久 司

三 重 県 人 事 委 員 会 及 び 三 重 県 教 育 委 員 会 は 、 公 立 学 校 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 三 十 年 三 重 県 条 例 第 十 号 )

の 規 定 に 基 づ き 、 公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公

布 し ま す 。

平 成 十 六 年 三 月 三 十 一 日

三 重 県 人 事 委 員 会 委 員 長 渡 辺 八 尋

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 作 野 史 朗

��������	


��������	


公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

三 重 県 人 事 委 員 会 規 則

三 重 県 教 育 委 員 会 規 則

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 中 第 二 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

( 支 給 単 位 期 間 に 係 る 経 過 措 置 )

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 の 月 の 中 途 か ら 引 き 続 い て 地 方 公 務 員 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 。 以 下

｢ 法 ｣ と い う 。) 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 休 職 に さ れ 、 法 第 五 十 五 条 の 二 第 一 項 た だ し 書 に 規 定 す る 許 可

を 受 け 、 教 育 公 務 員 特 例 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ) 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 休 業 を し 、 外 国 の 地 方 公

共 団 体 の 機 関 等 に 派 遣 さ れ る 職 員 の 処 遇 等 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 六 十 三 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 規

定 若 し く は 公 益 法 人 等 へ の 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成 十 三 年 三 重 県 条 例 第 六 十 六 号 ) 第 二 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 派 遣 さ れ 、 地 方 公 務 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 百 十 号 ) 第 二 条 の 規 定 に よ り 育 児

休 業 を し 、 法 第 二 十 九 条 の 規 定 に よ り 停 職 に さ れ 、 又 は 公 立 学 校 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 暇 等 に 関 す る 条 例 ( 平 成

七 年 三 重 県 条 例 第 二 号 ) 第 十 七 条 第 一 号 の 規 定 に よ り 福 利 厚 生 等 休 暇 を 与 え ら れ て い る 職 員 が 同 日 以 後 に 復 職

し 、 又 は 職 務 に 復 帰 し た 場 合 に お け る 当 該 復 職 又 は 職 務 へ の 復 帰 に 係 る こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 公 立 学 校 職 員

の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 第 十 七 条 の 四 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 ｢ 属 す る 月 の 翌 月 ( そ の 日 が 月

� � � �

公 立 学 校 職 員 の 通 勤 手 当 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 ( 平 成 十 六 年 第 十 二 号 ) の
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の 初 日 で あ る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 日 の 属 す る 月 )｣ と あ る の は 、 ｢ 属 す る 月 ｣ と す る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。


